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会派代表質問発言通告書
令 和 7年 2月 17日

午竜 ′r時 うD分 受 付

(通告書 3_在女)No。 1

令和 7年度市政運営の所信 と主要施策の概要に対 し、下記の事項について、会派を

代表 して質問 したいので通告 します。

令和 7年 2月 17日

つ くば市議会議長 黒田健祐 様

会派名 つ くば・市民ネ ッ トワーク 代表者氏名  lll 村 直 子

会 派 構 成 議 員 数  4人 発言者氏名 川  村 直 子

※発言の質問事項・要旨については、会派内で意見調整の上、提出してください。

※答弁は、原則として市長が行います。    平成 15年 12月 1日 全員協議会了承

質 問 事 項 要 』
日 答弁者

1 は じめに (

1～ 2ペー ジ )

気候危機

ジェンダー平等

会計年度任用職

員

個人情報の保護

について

2 徹底 した行

政改革 (3ペ
ー ジ)

つくば市民の幸

せとは

適正な人事配置

(1)気候危機への取組
2022年 「ゼロカーボンシティ宣言」から3年。

2050年のカーボンニュー トラル達成に向け、気候市民

会議を開催 し市民提言のロー ドマップを作成、脱炭素

先行地域として事業開始など、多くの施策が進行中で

す。これまでの進捗と今後の取組について伺います。
(2)ジ ェンダー平等への取組

「つくば市職員のワークライフィミランス推進プラン

に基づく措置の実施状況及び女性の職業選択に資す
るJl青 報の公表」によると、2024年度における管理職 (

課長補佐以上)1こ 占める女性職員の割合は25。 9%と な
つています。2025年度までの目標値は「30%以 上」で

す。現在の課題 と対策について伺います。

(3)会計年度任用職員の処遇改善について伺います。
(4)ス ーパーサイエンスシティ構想に伴 う個人情報保

護の対策について伺います。           1

(1)「地域の困 りごとを、新 しい技術 を使 つて解決す

ること」で創 られ るつ くば市民の幸せ とは、どのよ う

なものを想定 されているのか。

市長

教育長

市長



会派名 つ くば・市民ネ ッ トワーク 代表者氏名 )H 村 直 子 NO.2

※発言の質問事項・要旨については、会派内で意見調整の上、提出してください。
′※答弁は、原則 として市長が行います。    平成 15年 12月 1日 全員協議会了承

質 問 事 項 要 』
日 答弁者

3 安心の子育て

・教育 (4ページ)

教育大綱推進事業
ユースクリニック

の設置について

4 頼れ る福祉 (4
～ 5ペー ジ )

高齢者ごみ出し困

難者への支援

母子 。父子自立支援

プログラム策定事業

について

5 便利なインフ

ラ (5ページ)

「緑の基本計画」

策定について

6 活気 あ る地域
コミュニァィ拠点

の創出 (5～ 6ペー

ジ)

有機農業の推進に

ついて

(2)新 しい技術を使つた新規施策に重点を置くため

に、人事配置に偏 りが生じ、基本的業務に関わる

職員が手薄なのではないかと危惧 しています。

市の人事配置の考え方を伺います。

以下の事業の取組の背景と、今後の進め方について

伺います。

(1)教育大綱推進事業における総合教育研究所の

役割

(2)若者のためのユースクリニックの設置と包括的

性教育の推進

以下の事業の取組の背景 と、今後の進め方について

伺います。

(1)高齢者等 ごみ出 し困難者への支援事業

(2)母子・父子 自立支援プログラム策定事業

「第 2次つ くば市緑の基本計画」策定に当た り、以

下伺います。

(1)緑 を地域課題解決の社会インフラと捉 える 「グ

リーンインフラ」の考え方をどのよ うに取 り入れ

て行 くかについて

(2)市長 3期 目公約の 5つの土台のひ とつである
「「緑」への転換 (グ リーンシフ ト)」 の考え方に

ついて

(1)「多世代の活動 。交流の場となるコミュニティ
拠点の創出」には、場所の提供だけでなく、市民
の様々な活動に対する行政の支援、伴走、協働が

不可欠です。市民活動を支援する施策について伺
います。

(2)学校給食における有機米の導入を評価するとと

もに、この事業の背景、今後の学校給食への有機

米導入拡大と有機農産物の導入促進、有機農業の

推進について伺います。

市長

教育長

市長

教育長

市長

市長

教育長



会派名 つくば・市民ネットワーク 代表者氏名 )H 村 直 子 NO。  3

※発言の質問事項・要旨については、会派内で意見調整の上、提出してください。

※答弁は、原則として市長が行います。    平成 15年 12月 1日 全員協議会了承

質 問 事 項 要 』
ロ 答弁者

7 誇れ るまち (6
～ 7ページ)

「道の駅」の整備

検討について

8 むすびに (7～
9ページ)

不登校支援の取組
について

「道の駅」の整備検討について

(1)市 内 2箇所で整備検討を始める必要性
(2)地域住民の意向の把握
(3)初期投資と維持費の見込み

不登校支援の取組について、これまでの真摯な取組
を評価するとともに、今後の課題についての見解を伺
います。

(1)校 内フリースク‐ルの課題

(2)不登校で在宅の児童生徒への支援
(3)保護者への支援

市長

市長
教育長


